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1.は じめ に

1)

ジ ョン ・ロー ルズ は、 リベ ラルな社会 にお け る 「良識 あ る階層社 会 」 につい

て、 ヘ ーゲ ルの哲学 を援用 した 。 そ して 自由 を 旨 とす る政 治 的 な リベ ラ リズ ム

は 「カ ン ト、へ 一ゲル、J.S.ミ ル に連 な る」 とい う。 これ に対 して正義論 は 「ロ ッ

ク、 ル ソー、 カ ン トに よ り代表 され る社会 契約 の観念 」 によって基礎 づ け られ

るので、正 義論 と政 治 的 リペ ラ リズ ム とは根本 的 に相 違す る とロール ズ は指摘

す る。 この よ うにへ 一ゲル の思想 は、 ロー ルズ哲 学 の新 た な展 開 で あ る 「政 治

的 リベ ラ リズ ム」 で活躍 の場 が与 え られ た。 それ ゆえへ 一ゲ ル哲学 は、今 後 と

もさまざ まな用 い方が種 々 の思 想界 で可 能 と言 えよ う。

さて1970年 代 に なってマル クス主義 の思想 は次 第 に衰退化 し、 やが て1989年
z>

のベ ル リンの壁 崩壊後 は、 近代 思想 へ の再 検 討 の気 運 が ます ます高 ま った。 そ
3)

の ような折、1973年 か ら1983年 にか けてヘーゲ ルの講義録 が ドイ ツで刊行 され

た。 お そ ら くその影響 もあ って、1980年 代 半 ばか らの 日本 の思 想界 で は、 へ一
の

ゲル への新 た な取 り組 みが 目立 つ よ うに なった。 そ してへ 一ゲ ル に関 す る事典

も刊 行 され 、 また ヘー ゲル 『法 の哲学 』 の新訳 が加 わ った り、 あ るい は 旧訳 へ
の

の追 加 ・改訳版 も出 され た。
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そ して今 日、 ヘ ーゲル の哲学 は、公 共 哲学 を基 礎 づ け る思想 として も探究 さ
6)

れ るよ うにな った。 と りわ けヘーゲル研 究 に寄 与 した福吉勝 男 は、 「公 共 哲学 者

ヘ ー ゲル」 を強 調す る。 す なわ ち、 へ.___ゲルの市 民社会 論 には、 自由な市場社

会 と、 また それ に伴 う貧 困問題 へ の福祉 と、 さ らに互 い に助 け合 う 「職 業 団体

(Korporation)」 の役 割 とが 重視 されて い る とい う。 この ようなヘ ーゲ ル解釈

は、 ヘ ーゲル に対 す る従 来 の国家 哲学 的 なイメ ージ を払拭 し、社 会福 祉 を基礎

づ け る公 共 哲学 者 として、 へ 一ゲル を再 評価 す るの で あ る。
アラ

もっ とも公 共 哲学 につ いて は、 法哲学 界 で も一 部 で関心 が寄せ られて い る。
8)

とはいえ桂木 隆夫 によれ ば、公共哲学 と法哲学 とは、 「重 な り合 う部分 」 と共 に、

問題 へ の 「関心 の仕 方 あ るい は ウェイ トの置 き方 」が 異 な る とい う。
9)

ときに思想界 で はへ一 ゲル につ いての彪大 な研 究文 献 が続 出 して い るが、法

哲学界 にお け るヘー ゲルへ の取 り組 み は、法 思想 史 上で散 見 され る以外 はあ ま

り見 られ ない ので、今後 は法 哲 学界 か らの ア プローチ も期 待 され るで あ ろ う。

現今 の法 哲学界 で は、主 として英米 の政 治 哲学 や倫理 思想 が追 いか け られ、 リ

ベ ラ リズ ム、 リバ タ リアニズ ム、 コ ミュニ タ リアニズ ムの動 向が注 目 され てい

る。 それ ゆ え ドイ ツ観念 論 哲学 の考察 は、 中で もへ 一 ゲル流 の一元 論 へ の再考

は、英米 哲学 に偏 りが ちな法理論 を補 強 ・修 正 す る上 で も必要 と思 われ る。 こ

うしてオー ソ ドックス な法哲学 が、再 び あるいは装 いを新 たに して、それ によっ

て学 際 的 な有用性 が試 され る こ とは必要 な こ とで あ ろ う。

2.市 民社会の契機

10)

ヘ ー ゲル の 『法哲 学綱 要』 や 『講 義録』 の邦 訳 で、 あ るい はへ一 ゲル の解 説

書 で、最 近 で は、原語 の法(Recht)を 「法 ・権 利」 とか、 「法権 利」 とい うよ

うな訳 し方 が見 られ る。 この点、福 吉勝 男著 で は、 へ 一ゲル哲学 にお け る主要
11)

用 語 の各種 邦訳 が比較検 討 されて、 「法 ・権利 」 の訳 語が提唱 され てい る。 この

ようにヘー ゲル の用 語 は、邦 訳で はなか なか定 ま らな い程 に難解 で あ るが、市

民社会 論 の基礎 づ けにつ いて も種 々 の受 け とめ方 が な されて きた。

さて へ一 ゲル に とって市 民社会 とは、人 間 の欲 求 が実現 化 され る場 の こ とで

あって、 市民社 会 で は 「各人 は、他 の人々 と関連 す る こ とな くして は、 おのれ
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I2}

の諸 目的 の全 範 囲 を達成 す るこ とはで きな い」 とへ 一ゲ ルは い う。 これ に関 し
I3)

てヘ ーゲ ルの第6回 講 義録 に よれ ぼ、市 民社 会 にお け る市 民 とは、 ブル ジ ョア

(bourgeois)と して の市民 を意 味 して お り、 また ブル ジ ョア とは 「共 同体 の な

かで 自分 の欲 求 を満 たす活動 に従 事 す る人 び と」 の こ とで あ るの で、市 の公 務

を担 う公 民(citoyer1)の こ とで はない と説 か れて い る。
I4?

そ こでヘ ーゲ ル は、 市民社会 成 立 につ いて3つ の契機 を述 べ る。敷 術 して言

え ぼ、第1に 、各 人 の欲 求 は 自己の労働 と人 々 の労働 ・欲 求 とに よる媒 介 で満

たす こ と。す なわ ち、 それ は 「欲求 の体系(dasSystemderBedurfnisse)」

で あ る。 第2に 、 その欲 求 の体 系 内 にあ る普遍 的 な 自由 を確保 す る こ と。 す な

わち、所 有 は司法 で護 る こ とで あ る。第3に 、欲 求 の体 系 内 にあ る貧 困 な どの

偶然 性 に気 を配 らね ばな らな い とい う こ と。 そのた めに も利益 の一部 は共 同体

に帰 す こ とであ る。 すなわ ち、 それ らは福 祉行政 と職業 団体 とが担 うので あ る。

とい う ことが 市民社 会 の契機 と して指摘 された。
]5)

この点 に関 して福 吉勝 男 に よれ ぼ、 市民社 会 にお け る第1の 契機 は 「経済社

会 の特徴」 を表 し、第2の 契機 は 「法律 社会 の特性」 を表 し、第3の 契機 は 「市
ユ　　

民社 会 の課題 」 を表 して い る とい う。 また 山辺知 紀 によれ ば、 へ 一 ゲル は 「市

民社 会 の組 み直 し、 あ るいは再 構成 を試 みて いた のか も しれ な い」 と説 く。 な

ぜ な ら欲求 の体系 において、 「社会化 され るの は欲望充足 の過程 ばか りで はない。

欲望 その もの も社 会化 されて い く」 か らで あ る と。

続 けて 山辺知紀 に よれ ば、市場 経 済 の よ うに普遍 性 を有 す る市 民社 会 で は、

人々 の欲 求 は 「直 接 的で 自然 的 な欲 求 よ りも、次第 に社 会化 され た精 神 的 な も

のへ と変化 」 す るので、 そ の際 に人 々 は直 載 的 な欲 望 とは区別 され た 「精 神 の

自由 を知 る」 こ とにな るが 、 けれ どもその よ うな市 民社 会 にお け る自由意 志 の

実現 化過程 において、 「奢修 と貧 困 の拡大 」 とい う問題 もへ一 ゲル は見据 え てい

た とコメ ン トされて い る。
I7)

さ らに小林 靖 昌 によれ ば、 へ 一ゲル は近代 市民社会 の改革 を企 図 し、 「そ の突

破 口を市 民 の教 養 ・陶 冶 に求 めた」 とい う。 そ して そのた め には市民 が 労働 を

通 して 自己を磨 き、市 民社 会 に参 加 す る こ とで あって、 その よ うな市 民社 会 は

「単 に形式 的 ・法 的 にのみな らず、 実質 的 ・経 済 的 さ らに は文化 的 ・精 神 的 に も

人倫 的 な社 会状 態 な い し市 民状態 と して変 革 され る」 とい う意 味 でへ.___ゲル が
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考 えて いた と小林 靖 昌 は解 す る。 そ して この こ とにつ いて小林靖 昌 は、古 い身

分制 国家観 か ら個 人 の 自由 と権利 とを最大 限 に尊重 す る近 代 的 な市 民社会 観へ

の 「思想 的展 開 」 を、 へ 一 ゲル は企 図 して いた とコメ ン トして い る。
18)

この点、 マ ン フレ ッ ド ・リー デル に よれ ば、ヘ ーゲ ルが示 す市 民社 会 とい う

用 語 の意味 と、 それ 以前 の用語 の意 味 との比較 の結 果、 古代 か らの伝統 的 な国

家 観 にお いて は、市 民社会 が政 治概念 とされ た ので国家 に市 民社会 を含 ませ た

が、 へ 一ゲル の社 会観 にお いて は、国家領 域 か ら市民 的 な社 会領 域 を分 離 させ

た とい う。 それ ゆ え リーデ ル に よれ ぼ、 へ 一ゲ ル は 「古 い政 治世界 との断絶 を

表 現 し、市 民社 会 に関 す る新 しい概 念 をつ く りあ げた」 と解 され て い る。
19)

また加藤 尚武 に よれ ば、 へ一ゲルが提 唱す る市民社会 は、 「権利 を発生 させ る」

とい う こ と、 それ は 「教 養過 程 」 で あ る こ と、 そ して 「市民 社会 の再 有機化 」

が必要 で あ る とい うこ とを意 味 す る とコメ ン トされて い る。 中で も権 利 につ い

ては、 「他人 のパ ンは、私 が絶 対 に盗 んで はな らない とい う尊厳 を もって い る」

とい う例 えで加 藤 尚武 は解 説 したが、 それ は また 「他 人 の人 格 の尊厳 」 を も示

して い る こ とで あ って、 そ こで所 有権 の尊 重 は 「人格 の尊厳 」 の現実 化 で あ る

こ とをヘ ーゲル は指摘 した と加藤 尚武 は説 く。 それ ゆ え権利 が あ る とい うこ と

は 「権 利 の相 互承 認 とい う関係 の表現 」で あって、 また 「相 互承 認 を不可避 の

もの として い るの は分業 」 で あ る と加藤 尚武 は解説 す るので あ る。

以上 の ように、ヘ ーゲ ル は、 自由 に意欲 す る人 々が社 会 生活 を平穏 に過 ごす

場 として、 市民社 会 の特 色 を分析 したが、 それ は人間 が生 き続 け るた めの現実

を考察 す る市民社会論で あった。 その際、特殊 的 な個 人 レベル の欲求 と他 の人 々

の欲 求 とは、 普遍 的 な社 会 レベ ルで 関係 し、 さ らに 自由を規 定 す る法 ・権 利 に

つい て は、 市民社 会 にお ける人 間 ど うしの関係 の 中で こそ必然 的 に求 め られ る

ので あ るが、 けれ ども法 ・権 利 は国家 に よって保 障 され ね ぼな らない こ とで も

あ った。

そ して市 民社会 とは現実 的 に は市場 経済 の制度 の ことで あ り、 そ こで生活 す

るの はブルジ ョア(bourgeois)と ヘ ーゲルが呼 んだ市民達 なのであ る。 そ こで

私人で もあ るブル ジ ョア は、 自 らの労 働 と市 民間 の欲 求調整 とで、 己れ の欲 求

を満 たす ので あ るが 、 しか し市 民社会 にお いて貧 富 の差 が生 じ るこ とは不可避

で もあ った。 それ ゆ えその対策 としてへ 一 ゲル は、福 祉行 政 と職業 団体 とにつ



市民社会の法哲学 35

いて提 唱 した。 その際、 福祉 行政 は国家 の公 的 な行政 部 門 が担 い、 また職 業 団

体 は国家 と市 民社会 との中 間的 な存 在 として考 え られ たの で あ る。 したが って

市民社 会 の安 定化 には この 問題 で も国家 の機 能 が必要 にな るので あ った。

3.法 律 と して の 法

ヘ ー ゲ ル は 、 刊 行 さ れ た法 哲 学 の講 義 用 テ キ ス ト(1820年 、 奥 付 は1821年)

に お い て も、 市 民 社 会 論 に重 要 な位 置 づ け を与 え て い る。 なぜ な らテ キ ス ト第

1部 の 抽 象 的 な 法 ・権 利(dasabstrakteRecht)は 、 第3部 の 倫 理(die

Sittlichkeit)の うち、 第2の 契 機 で あ る司 法(dieRechtspflege)の 介 在 で具

体 化 す る とい う論 法 を採 っ て い るか らで あ る。 そ して ヘ ー ゲ ル は 、 市 民 社 会 に

お け る第2の 契 機 を 、 法 律 と して の 法(dasRechtalsGesetz)、 法 律 の 現 存

(dasDaseindesGesetzes)、 裁 判(dasGericht)と い う3っ の観 点 か ら論
20)

じてい る。

そ こで第2の 契機 に関す るへ一ゲル の第1回 講 義録 で は、 「国家 の法律 は普遍

です。 司法 は立 法 とは関係 が あ りませ ん」 と述 べ られ 、立 法 と裁 判 とは 「一人
　り

格 の なかで結合 し得 ない」 と解 されて い る。 また ヘー ゲル の第3回 講 義録 で は、

「法 は実 定 的な ものにな るべ きで あ り、即 自的 に法 で あ る もの は一般 に現 実 的で
22)

あ るべ きです」 と述 べ られて い る。 さ らにヘーゲ ルの第6回 講義 録で は、 「現実

の存在 と法(正 義)と はす ぐに一致 す るもので はな く、現実 の世界 その もの が

法(正 義)の 実現 を求 め る とき、 は じめて現実 の存 在 と法(正 義)と が結 び っ

きます」 と述 べ られ、 それ ゆ え 「法 が法律 とな らね ばな らな い。 ここで は この
23}

点 が肝 心で す」 と説 かれ て い る。

さ らにヘ ー ゲル に よれ ば、抽象 的 な法 ・権 利 は、 まず 人 間相互 の関係 的 な秩

序 か ら到 来 す るが、 それ に現存在 を与 え るのが教 養 で あ り、 また抽 象 的 な法 ・

権利 は、 その教 養 に よ り知 られ るこ とに よって、 「効 力 と客 観 的現 実性 」 を有 す

るので あ って、 それ ゆ えその よ うな場 合 の法 ・権 利 こそ 「実 定法 」 にほか な ら
24)

な い とヘ ー ゲ ル は い う。

この 点 に関 して 小 林 靖 昌 に よれ ぼ、ヘ ー ゲル は、法(Recht)と 法 律(Gesetz)

とを 区 別 す る けれ ど も、 両 者 は本 質 的 に関 係 し、 また この 関 係 を経 て 両 者 は 同
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一 とな り
、 さ ら に法 律 は法 概 念 な い し事 柄 の本 性 か ら導 か れ る と考 え て い た と

い う。 そ の 際 、 へ 一一ゲル に とって 法 とは 「自然 法(Naturrecht)」 を示 す の で あ

るが 、 それ は 「理 性 法 な い し概 念 法 、 さ らに は哲 学 的法 」 とい う意 味 で の 自然

法 の こ とで あ り、 これ に対 して法 律 とは 「実 定 法(positivesRecht)」 の こ と
25)

で あ る と小 林靖 昌は コメ ン トしてい る。

あ るい は福 吉勝 男 は、 へ 一ゲ ルの 「法 と法律 」論 に対 して2点 の 問題 を提 起

す る。 す なわ ち、法 が法律 に な る とき、真実 の規 定 が得 られ ない よ うな法 律、

つ ま り 「悪 い法律」 が混 入 す る とい う問題 で あ る。次 に立法 は市民社 会 の権 能

で はな いの に、 ヘー ゲルが市 民社会 論 で立 法 を論 じる理 由 につ いての問題 で あ

る。 そ こで福 吉勝 男 はヘー ゲルか らの回答 を 自 ら考 え る。す なわち悪法 の場合 、

立法 段 階で法 の 内容が普 遍性 として認識 され ない ときに混 入す るので、 「こう し

た形 での立法 は立法 で はな く、 そ こで定 立 され た とされ る法律 は法 律で はない」
2G1

とへ 一 ゲル は答 え るで あ ろ うとい うので あ る。

この点 につ いてヘーゲル の講 義録 で も、 「法律 として認 め られ るもの と法(正

義)と は一致 しない のです」 と説 か れ、 「理性 の とらえ る法(正 義)」 と 「特定
27)

の立 法 にお いて法(正 義)」 とされ る もの との明確 な区別 が指摘 され て い る。

以 上 の よ うに、へ 一ゲ ルは、法 と法律 とを区別 す るが 、 しか し法 の 内容 が法

律 化 され る こ とに よって、法律 も正 しい内容 を もって実効 性 を得 る こ とにな る

とい うので あ る。 その際、法 とは 自然 法 の こ とで あ り、 また法律 とは実定 法 の

こ とで あ るので 、 まさに 「自然 法 と実 定法 」 の関係 を扱 ってい る。 この点 に関

してへ 一ゲ ル は、法哲学 綱要 の緒 論 にお いて 以下 の よ うに述べ てい る。す なわ

ち、 「自然 法 ない し哲学 的法が実定 法 とはちが ってい る とい うこ とを、両者 はた

が い に対 立 し抗 争 し合 ってい る とい うふ うに変 じて しま うの は、大 きな誤解 で
ZS)

あ ろ う」 と。

但 しへ 一ゲ ル は、 自然法 にっ いて3回 も説 を変 えて い る。 まずイエ ナ初 期 の

自然 法論 文(1802年)で の近代 自然 法論 の批判 、次 にイエ ナ 中 ・後 期(1805/

06年)に お け る近 代 自然 法論 の擁i護、 そ して法 哲学講義(1818年)で の近代 自
291

然法 論 の批判 とい う変遷 で あ る。

な おヘ ーゲ ルが示 す 自然 法 とは、 伝統 的 な 自然法 の意 味 で はな く、 哲学 的法

(つ ま り法哲学)と しての理性法 ない し概念 法 の意 味 なので あ る。 それ ゆ え 「自
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然法 と実定 法」 は、 「理性 法 と実定 法」 あるい は 「法 哲学 と実 定法」 の関係 の こ

とに ほか な らな いで あ ろ う。 さ らにヘ ーゲル は、 実定 法化 され る こ とを重視 し

て お り、不 文法 は成 文 法へ 、 それ も不 文 法か ら制 定法 へ の転 換 が 望 ま しい とい

う。 そ して理 性法 として の 自然 法 のみ な らず 、慣 習法 もまた制 定法 化 され る こ

とで 、実際 的 な効 力 を得 る とへ 一ゲル は考 えて い るので あ る。

そ こで この よ うな 「自然 法 と実定 法」 の考 え方 は、 自然法 の実 定 法 へ の 内在

化 を検 討 す る現代 的 な 自然 法論 に も通 じる と思 わ れ る。 その際 、実 定法 化 され

た 自然 法 は、決 して 自然法 の内容 的 な論拠 を失 うので はない。 なぜ な ら実定 法

化 された 自然法 も自然法 の内容 を保 ってお り、 また実定 法 に対 して、実 定 法 の

枠 を超 えての 内容 的 な批 判 や基礎 づ け も可 能 で あ り、 また必 要 で あ るか らで あ

る。

4.お わ りに

お そ ら く今 後 の法哲学 界 で は、 リバ タ リアニズ ムの影 響 を受 けた行 き過 ぎた

個 人主 義や 自由主 義へ の反省 として、公共 哲学 へ の探 究 が増 す と思 われ る。 そ
3Q)

れ に関 して、 大森 秀 臣が 「法 の公 共 的正統性 」 を回復 す るた め に著 した新 しい

共 和主 義論 の試 み につ いて は法哲 学界 に も一一つ の刺激 に な るで あ ろ う。 この著

で はヘー ゲル につ いて全 く触 れ られ て はい ないが、 しか し公 私 の結合 を模 索 す

る共和主 義 とそれ への解 明方 法 とに、ヘ ーゲ ル的 な将 来像 が少 し感 じ られ た。

またヘ ーゲル哲 学 の再 考 に関 して、 法哲学 界 に も刺 激 にな る と思 われ るのは
31}

ポス トモ ダ ン との関連 で あ る。 この点 につ いて は、竹 田青嗣 が近代 にお け る人

間 的 な 自由の本 質 をヘ ーゲ ル哲学 に問 いなが ら展 開 した。 そ して竹 田青 嗣 は、

へ一ゲ ルの 「自由の本 質論 」 とは、近代 社会 に は 「自由の相 互承 認」 とい う根

本原理 が あ る こと、 さらに 「それ 以外 の原理 にお いて は進 展 しえ ない」 とい う

こ とで あ る と解 して い る。

さ らに法 思想 史 上 にお け るへ 一一ゲ ルの思想 につ いての探 究 も必要 で あ る。 こ
32)

れへの刺激 と思 われ るの は、例 えば山内廣隆 が著 したへ.__.ゲル とフィ ヒテや シ ェ

リング との関連 で あ る。 この著で は、 イエ ナ期 のへ 一ゲ ルが フ ィヒテ を批 判 的

に摂取 して い く道程 が描か れて い る。 その際、 「哲学 の最 も原 理 的な部分 で ヘ ー
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ゲル は フィ ヒテ を批 判 的 にで は あれ摂取 して い った」 とい う仮 設が 立 て られ 、

それ へ の検 証 が試 み られて い る。
33)

あ るいは入江幸男で は、 カ ン ト、 フィ ヒテ、へ 一ゲル につ いて論 じ られ、 へ一

ゲ ル につ いて は 「自由論 と承 認論 」 が採 り上 げ られ て い るが 、 この著 も法思想

史 に援 用 で き るで あ ろ う。

加 えてへ 一ゲ ル とマル クス との関連 か ら、 ヘ ーゲル哲 学 を新 た に検討 す る こ
34)

とも重要 で あ ろ う。 この点 に関 して は、篠原 敏雄 が市 民法 学 の考察 を続 けて い

る。 それ はすな わち、 「法 ・国家 ・市民社会 を総体 的 に捉 える」 とい うこ とで あ

り、 そのた め に はヘ ーゲ ルや マル クス な どの 「総体 的把握 を試 み た思想 家 に立

ち戻 る必要 が あ る」 とい う。 それ ゆ え篠原 敏雄 は、 へ 一ゲ ルの法 哲学や マル ク

ス の歴 史理 論 を探 究 し援 用 しつ つ、 そ して市 民法 の基 礎構造 や市 民法学 の可 能

性 につ い て探 究 す るので あ る。
35)

ときに コ ミュニ タ リア ン と言 われ るチ ャール ズ ・テイ ラーの場 合 は、2つ の

異 な る主張 につ いて例証 す る こ とを試 み た。す なわ ち、 「ヘーゲ ルの存在論 はほ

とん ど信 じがた い」 とい うこ と。 に もかか わ らず、 「彼 の哲学 はわれ われの時代

に非 常 に適切 で あ る」 とい うこ とで あ る。 それ は また近代 文 明 の如何 な る発 達

が 「へ..__ゲルの綜合 を信 用 しが た くす る方 向 に進 んだ のか」 とい う問題 であ り、

また 「彼 の発 した もろ もろの問 い とそれ らの問 いを発 した仕 方 とが、 どう して

適切 で あ りっづ け るのか」 とい う問題 で もあ る と。

そ して テイ ラー は、前者 の問題 に対 して は、急速 な産 業社 会 の発 展 と啓 蒙主

義 的 な人 間観 の保 持 とが 、ヘ ー ゲル的 ロマ ン主義 と相容 れ なか った こ とに起 因

す る と述 べ 、 また後 者 の問題 に対 して は、 へ 一 ゲル が 「人 間へ の関心 の集 中」

と 「状況 内 にあ る 自由」 とを持 ち続 けたか らで あ る とい う。 それ ゆ え人 間 を原

点 とす る 「へ 一ゲ ルの哲学 は 自由の近 代 的観 念 の発展 にお け る重 要 な一歩 で あ

る」 とテイ ラー は述 べ るの で あ る。

以上 の よ うに、 ヘー ゲル哲 学 の解 明 と援用 とにつ いて は、 い くっ もの方 法 と

課題 とが あ る。 そ こで今 日の法哲学 界 で は、 よ り実際 的で解 決 が急 が れ る問題

が出 され て い るが、例 え ぼ、 生命倫 理 と生命 科学 とのせ め ぎ合 い に対 して、 そ

れ も具体 的 な特 定問題 で 、ヘ ー ゲル哲学 が 時代 の要 請 に答 え られ るや 否や とい

うこ とに、 法哲 学 プロパ ー は関心 を向 け るで あ ろ う。
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つ ま りその こ とは欲求 の シス テ ムを観 念論 的 に把握 す る こ とで は な くて、 む

しろ人々 の利害 関係 に関 す る調整 内容 の具体 的基 準 を、 へ 一 ゲル哲 学が提 供 で

きるや否 や とい う ことで もあ る。 そ して この よ うな現 代 的 問題 に対 して は、功

利主 義や社 会契 約説 か ら、 あ るい は りベ ラ リズ ムや リバ タ リアニ ズ ム、 また コ

ミュニ タ リアニ ズムか ら、種 々 の現 実 的 な答 えが示 され て きた。例 えば、危害

原理 と自由至上 主義 、 自己決 定権 と意思 尊重 、格 差原 理 と積 極 的是正 措 置 な ど

で ある。 それ ゆ えへ一 ゲル哲学 で も、 この よ うな現 代 的問題 を取 り組 む ことで、

それ の有用 性 が試 され るで あ ろ う。

なお本稿 は、ヘ ーゲ ル法 哲 学 の一 端 を私 な りに整 理 す るた め に ノー トされ た

もの にす ぎな いが、 ヘ ーゲ ルへ の再 考 を、難解 ゆ え に陣 吟 しなが ら暫 く続 ける

つ も りで あ る。
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